
 
 

 

メ
ー
ト
ル
法
の
導
入 

写真-2 

写真-1 

西
欧
の
進
ん
だ
科
学
技
術
の
導
入
過
程
に
お
け
る
、
き
わ
め
て
重
要
な
基
本
事
項
の
一
つ
に

度
量
衡
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。
製
鐵
所
は
明
治
三
十
一
年
二
月
の
時
点
で
度
量
衡
は
メ
ー
ト
ル

法
に
拠
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。 

メ
ー
ト
ル
法
は
フ
ラ
ン
ス
で
一
七
九
一
年
に
定
義
さ
れ
、
一
八
六
七
年
の
パ
リ
万
国
博
覧
会
の

際
、
こ
の
博
覧
会
に
集
ま
っ
た
学
者
の
間
で
メ
ー
ト
ル
法
に
よ
っ
て
単
位
の
国
際
統
一
を
図
る
決

議
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
八
年
後
の
一
八
七
五
年
、
メ
ー
ト
ル
法
の
導
入
に
各
国
が
協
力
し
て

努
力
す
る
趣
旨
の
メ
ー
ト
ル
条
約
が
締
結
さ
れ
ま
し
た
。 

我
が
国
は
一
八
八
五
年
（明
治
十
八
年
）に
こ
の
条
約
に
加
入
、
一
八
九
一
年
（
明
治
二
十
四

年
）に
は
、
度
量
衡
法
が
施
行
さ
れ
、
メ
ー
ト
ル
法
は
尺
貫
法
と
併
用
す
る
形
で
導
入
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。 

写
真-

１
の
文
書
は
、
明
治
二
九
年
か
ら
同
三
十
二
年
ま
で
の
通
達
原
義(

写
真-

２)

の
綴
り
の

中
に
収
め
ら
れ
た
メ
ー
ト
ル
法
導
入
に
関
す
る
稟
議
文
書
で
す
。
こ
の
稟
議
に
よ
り
「当
所
に
お

い
て
製
鉄
に
要
す
る
器
具
機
械
そ
の
他
材
料
の
計
量
に
使
用
す
る
度
量
衡
は
「メ
ー
ト
ル
」法
度

量
衡
に
拠
る
べ
し
」と
定
め
ま
し
た
。 

*注 この時点では製鐵所は建設が始まったばかりの段階でしたので三部体制でした。 
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写
真-

３
は
、
綴
り
「明
治
三
八
年
六
月
参
考
書
」（
写
真-

４
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
、｢

度

量
衡
単
位
字
一
定
の
件
」と
い
う
通
達
で
す
。 

メ
ー
ト
ル
法
採
用
の
通
達
を
受
け
て
、
工
務
部
は
部
内
各
課
に
対
し
、
メ
ー
ト
ル
法
単
位
の

用
語
を
統
一
す
る
た
め
の
通
達
を
発
し
て
い
ま
す
。 

こ
の
通
達
に
あ
る
粁
（キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）、
粍
（ミ
リ
メ
ー
ト
ル
） 

瓩
（
キ
ロ
グ
ラ
ム
）瓲
（ト
ン
）

な
ど
の
字
は
、
先
の
度
量
衡
法
施
行
の
際
、
政
府
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
新
し
い
漢
字
で
す
。

漢
字
の
持
つ
表
音
性
と
表
意
性
を
う
ま
く
使
っ
た
巧
妙
さ
に
は
あ
ら
た
め
て
感
心
さ
せ
ら

れ
ま
す
。  

写真-３ 

写真-４ 
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メ
ー
ト
ル
法
に
拠
る
と
し
た
も
の
の
、
製
品
製
造
を
検
討
す
る
段
階
に
な
る
と
す
ぐ
に
壁
に
当
た
り
ま
す
。
ユ
ー
ザ

ー
の
ほ
と
ん
ど
は
ヤ
ー
ド
・ポ
ン
ド
法
に
拠
っ
て
い
ま
し
た
。
写
真-

5
文
書
「製
鐵
所
所
用
尺
度
に
関
す
る
件
」は
、
明

治
三
十
三
年
七
月
の
度
量
衡
に
関
す
る
通
達
で
す
が
、
結
局
「大
量
の
需
要
の
あ
る
製
品
は
英
尺
（
ヤ
ー
ド
・ポ
ン
ド

法
）を
使
い
、
漸
次
メ
ー
ト
ル
法
の
製
品
に
変
え
て
い
く
」こ
と
と
す
る
旨
の
大
臣
決
裁
で
す
。 

こ
の
文
書
を
見
る
と
、
製
鐵
所
は
安
永
義
章
技
師
に
調
査
を
命
じ
、
建
築
、
造
船
、
鉄
道
、
学
校
等
の
当
局
者
の
見

解
を
求
め
た
結
果
、
ヤ
ー
ド
・ポ
ン
ド
法
を
排
除
す
る
こ
と
は
得
策
で
は
な
い
と
し
ま
し
た
。
安
永
技
師
は
、
度
量
衡

に
詳
し
く
、
明
治
二
十
六
年
に
「度
量
衡
比
較
自
在
」と
い
う
著
作
を
表
し
て
い
ま
す
。
明
治
四
二
年
大
阪
高
等
工
業

学
校
校
長
時
代
に
機
械
学
会
で
「日
本
度
量
衡
の
統
一
つ
い
て
」
と
い
う
講
演
を
行
い
ま
し
た
。
こ
の
講
演
で
、
日
本
ほ

ど
度
量
衡
が
錯
雑
し
て
い
る
国
は
な
い
。
法
律
で
は
尺
貫
法
あ
る
い
は
メ
ー
ト
ル
法
と
さ
れ
て
い
る
の
に
、
実
際
に
は

ヤ
ー
ド
・ポ
ン
ド
法
が
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
輸
入
鋼
材
が
ヤ
ー
ド
・ポ
ン
ド
法
に
拠
っ
て
い
る
た
め
で
あ
り
、

製
鐵
所
の
生
産
能
力
を
増
大
さ
せ
、
鋼
材
の
自
給
体
制
が
整
え
ば
メ
ー
ト
ル
法
が
定
着
す
る
こ
と
も
可
能
と
い
う
見

方
も
で
き
る
と
し
て
い
ま
す
。 

製
鐵
所
創
業
期
の
著
名
な
技
師
の
一
人
に
今
泉
嘉
一
郎
技
師
が
い
ま
す
。
氏
は
、
日
本
鋼
管
の
創
設
者
と
し
て
も

有
名
で
す
が
、
大
正
九
年
衆
議
院
議
員
と
な
り
、
一
九
二
一
年
（大
正
十
年
）
、
度
量
衡
法
の
改
正
が
行
わ
れ
、
尺
貫

法
は
廃
止
さ
れ
ま
す
が
、
こ
の
改
正
法
案
を
審
議
す
る
委
員
会
の
委
員
長
を
務
め
ま
し
た
。 

近
代
日
本
の
度
量
衡
の
歴
史
に
は
、
創
業
期
に
活
躍
し
た
当
所
技
師
の
足
跡
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
メ
ー
ト
ル
法

統
一
に
向
か
う
道
筋
に
、
製
鐵
所
で
活
躍
し
た
技
師
達
の
見
識
の
高
さ
と
、
産
業
の
コ
メ
と
い
わ
れ
る
鉄
鋼
業
の
果
た

し
た
役
割
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

写真-5 

* 注：この文書も写真-4の「参考書」に収められています。 
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参考：明治44年製鐵所製品目録 
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左
の
写
真
６
～
７
は
明
治
四
十
四
年
の
製
品
目
録
で
す
。
当
時
の
当
所
の
製
造
販
売
の
内
容
を
示
す

貴
重
な
史
料
で
す
。 

 
写
真-

７
の
凡
例
ニ
に
は
、
「製
品
の
形
状
お
よ
び
寸
法
は
英
国
の
定
規
に
従
い
、
吋
（イ
ン
チ
）と
呎

（フ
ィ
ー
ト
）と
を
用
い
る
も
重
量
は
瓩
（キ
ロ
グ
ラ
ム
）を
用
い
る
。
」
と
し
て
い
ま
す
。 

 

写
真-
８
は
等
辺
山
形
鋼
の
実
例
で
す
。 

４ 



 
 

 
 

補
足 

メ
ー
ト
ル
法
に
つ
い
て 

 

メ
ー
ト
ル
法
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
最
中
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
旧
体
制
の
度
量
衡
を
否
定
し
、
客
観
的
な
指
標 

に
基
づ
く
統
一
基
準
を
作
り
だ
そ
う
と
し
た
の
で
す
。
そ
の
考
え
方
は
次
の
と
お
り
で
す
。 

 
・
全
人
類
の
共
有
財
産
で
あ
る
自
然
を
基
に
す
る
こ
と
。
言
い
か
え
れ
ば
基
準
器
が
劣
化
し
て
も
作
り
直
す 

 

こ
と
が
で
き
る
こ
と
。 

・
新
し
い
度
量
衡
は
、
長
さ
・
面
積
・
容
積
・
重
さ
な
ど
の
単
位
を
一
つ
の
体
系
と
し
て
厳
格
に
結
び
つ 

 

け
る
こ
と
。 

・
メ
ー
ト
ル
単
位
系
の
す
べ
て
の
単
位
を
十
進
法
と
す
る
こ
と
。 

 

長
さ
の
基
準
は
、
地
球
の
距
離
を
基
準
す
る
こ
と
に
な
り
、
北
極
か
ら
赤
道
に
至
る
子
午
線
の
一
千
万
分
の
一 

を
一
メ
ー
ト
ル
と
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
と
い
う
こ
と
は
測
定
誤
差
や
、
扁
平
率
は
別
に
し
て
地
球
一
周 

の
距
離
を
４
万
キ
ロ
と
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
一
メ
ー
ト
ル
の
具
体
的
な
長
さ
を
決
め
る
た
め
、
ダ 

ン
ケ
ル
ク
、
パ
リ
、
カ
ル
カ
ソ
ン
ヌ
、
ス
ペ
イ
ン
の
バ
ル
セ
ロ
ナ
を
通
る
子
午
線
の
測
定
が
行
わ
れ
ま
し
た
。 

測
定
精
度
を
上
げ
る
た
め
、
一
〇
度
以
上
の
緯
度
差
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
、
国
内
だ
け
で
は
測
定 

距
離
が
不
足
し
、
ス
ペ
イ
ン
の
バ
ル
セ
ロ
ナ
を
南
端
の
観
測
位
置
と
し
ま
し
た
。
国
内
は
革
命
の
た
め
内
戦
状 

態
に
あ
り
、
ス
ペ
イ
ン
は
敵
対
国
で
、
結
局
、
一
七
九
二
年
に
始
ま
っ
た
測
量
は
七
年
間
の
歳
月
を
要
し
、
よ 

う
や
く
一
七
九
九
年
に
終
わ
り
ま
し
た
。
南
側
の
測
定
を
担
当
し
た
天
文
学
者
は
、
バ
ル
セ
ロ
ナ
地
域
の
測
定 

を
や
り
直
す
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
で
す
が
、
結
局
再
測
定
が
で
き
ず
、
本
来
の
一
メ
ー
ト
ル
よ
り
、 

約
０
．
２
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
短
い
長
さ
が
一
メ
ー
ト
ル
と
な
り
ま
し
た
。 

 
 度

量
衡
に
つ
い
て
は
政
治
的
な
思
惑
が
か
ら
み
ま
す
。
メ
ー
ト
ル
法
を
提
唱
し
、
い
っ
た
ん
は
採
用
し
た
フ
ラ 

ン
ス
で
さ
え
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
統
治
の
時
代
に
も
定
着
せ
ず
、
ル
イ
十
八
世
が
即
位
し
、
王
政
復
古
の
時
代
に
入 

る
と
今
度
は
メ
ー
ト
ル
法
は
廃
止
さ
れ
、
ル
イ
王
朝
が
最
終
的
に
倒
れ
た
後
の
一
八
三
七
年
に
メ
ー
ト
ル
法
再 

採
用
を
議
決
、
一
八
四
〇
年
に
メ
ー
ト
ル
法
に
よ
う
や
く
切
り
替
え
ら
れ
ま
し
た
。 

 

明
治
時
代
か
ら
今
日
に
い
た
る
日
本
の
度
量
衡
の
歴
史
を
概
括
す
る
と
、
本
旨
で
も
触
れ
ま
し
た
が
、
明
治 

一
八
年
に
メ
ー
ト
ル
条
約
に
加
入
、
明
治
二
十
二
年
に
メ
ー
ト
ル
原
器
の
交
付
を
受
け
、
明
治
二
四
年
に
施
行 

さ
れ
た
度
量
衡
法
で
、
メ
ー
ト
ル
法
を
尺
貫
法
と
併
用
す
る
形
で
導
入
、
明
治
四
二
年
に
は
ヤ
ー
ド
・
ポ
ン
ド 

法
の
使
用
も
認
め
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。
大
正
一
〇
年
の
法
律
改
正
で
は
、
「
度
量
は
メ
ー
ト
ル
、
衡
は
キ
ロ 

グ
ラ
ム
を
基
本
」
と
す
る
こ
と
と
し
、
メ
ー
ト
ル
法
以
外
の
度
量
衡
に
つ
い
て
は
、
「
経
過
的
に
認
め
る
、
そ 

の
期
間
は
勅
令
で
示
す
」
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
昭
和
一
四
年
の
勅
令
に
よ
り
、
「
尺
貫
法
、
ヤ
ー
ド･

ポ
ン 

ド
法
に
よ
る
計
量
単
位
の
併
用
期
間
を
、
土
地
建
物
に
つ
い
て
は
当
分
の
間
、
そ
の
他
に
つ
い
て
は
、
昭
和
三 

十
三
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
」
と
さ
れ
ま
し
た
。
昭
和
二
十
六
年
、
電
気
・
放
射
線
以
外
の
す
べ
て
の
量
を 

対
象
と
す
る
計
量
法
が
定
め
ら
れ
、
度
量
衡
法
は
廃
止
と
な
り
ま
し
た
。
昭
和
三
十
四
年
か
ら
は
、
先
の
勅
令 

に
よ
り
、
尺
貫
法
、
ヤ
ー
ド･

ポ
ン
ド
法
の
併
用
期
間
が
終
了
、
一
般
の
商
取
引
は
す
べ
て
メ
ー
ト
ル
法
に
よ 

る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
計
量
法
は
必
要
に
応
じ
何
度
も
改
正
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
平
成
四
年
計
量
単
位
の 

国
際
単
位
系
（
Ｓ
Ｉ
単
位
）
へ
の
統
一
を
図
る
た
め
、
こ
れ
ま
で
の
計
量
法
に
代
わ
る
新
計
量
法
が
定
め
ら
れ 

平
成
五
年
に
施
行
さ
れ
ま
し
た
。 

 

ヤ
ー
ド･

ポ
ン
ド
法
誕
生
の
国
、
英
国
は
、
欧
州
諸
国
の
度
量
衡
に
合
わ
せ
る
た
め
、
一
九
九
五
年
に
Ｓ
Ｉ
単 

位
系
に
移
行
、
一
部
を
除
き
、
ヤ
ー
ド
・
ポ
ン
ド
の
単
位
は
二
〇
〇
〇
年
か
ら
使
用
を
禁
止
し
て
い
ま
す
。 

 

ア
メ
リ
カ
は
、
一
八
七
五
年
に
成
立
し
た
メ
ー
ト
ル
条
約
の
当
初
か
ら
の
加
盟
国
で
、
法
律
上
は
メ
ー
ト
ル
法 

を
公
式
単
位
系
と
し
て
い
ま
す
が
、
今
日
な
お
ヤ
ー
ド
・
ポ
ン
ド
法
が
広
く
使
用
さ
れ
て
い
る
の
は
ご
存
じ
の 

と
お
り
で
す
。
こ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
が
当
初
か
ら
ヤ
ー
ド･

ポ
ン
ド
法
が
広
く
普
及
し
て
い
た
た
め
、
度
量
衡 

を
統
一
す
る
必
要
性
を
米
国
民
は
感
じ
て
い
な
い
こ
と
に
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 
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